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｢
死
た
く
ば

信
濃
え
ご
ざ
れ
善
光
寺

う
そ
は
ご
ざ
ら
ぬ
ほ
ん
多
善
光
」
こ
れ
は
か
の
有
名
な
弘
化
四
年
の
善
光
寺
地
震
の
と
き
の
狂
歌
で
あ
り
、
こ
れ
か

ら
み
れ
ば
長
野
県
が
い
か
に
も
地
震
の
多
い
所
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
実
際
こ
の
県
に
地
震
の
少
な
い
こ
と
は
県
人
の
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
地
震
ら
し
い
地

震
は
こ
の
善
光
寺
地
震
ぐ
ら
い
の
も
の
で
他
は
と
る
に
足
ら
ぬ
小
地
震
の
み
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
長
野
県
は
隣
県
の
群
馬
県
な
ど
に
つ
ぐ
地
震

。

、

の
少
な
い
県
で
あ
る
か
の
如
く
み
ら
れ
が
ち
で
あ
る

い
か
に
も
善
光
寺
地
震
に
比
べ
れ
ば
他
の
長
野
県
内
に
起
っ
た
地
震
は
と
る
に
足
り
ぬ
に
違
い
な
い
が

そ
れ
に
し
て
は
善
光
寺
地
震
が
余
り
に
も
大
き
過
ぎ
た
。
死
者
一
万
二
千
人
、
潰
家
三
万
四
千
戸
の
災
害
は
、
関
東
地
震
や
東
海
道
、
南
海
道
及
び
三
陸
沖
な

ど
所
謂
外
側
地
震
帯
に
起
っ
た
大
規
模
の
地
震
を
除
い
て
は
最
大
の
も
の
で
あ
る
。

果
し
て
長
野
県
は
そ
れ
ほ
ど
地
震
の
少
な
い
県
で
あ
ろ
う
か
。
地
震
に
関
心
を
も
つ
必
要
は
全
然
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
善
光
寺
地
震
の
再
来
を
思
う
こ
と
は
杞

憂
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
事
項
に
答
え
る
た
め
に
、
本
県
の
地
震
を
歴
史
並
び
に
地
理
的
分
布
に
つ
い
て
こ
こ
に
紹
介
す
る
。

長
野
県
地
震
年
表
は
次
の
方
針
で
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
有
史
以
来
明
治
に
な
る
前
の
地
震
は
左
記
の
書
に
記
さ
れ
た
全
部
の
地
震
を
あ
げ
て
、
そ
の
記
事
の

概
要
を
記
し
た
こ
の
本
は
、
こ
の
期
間
の
地
震
史
料
と
し
て
最
も
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

増
訂
大
日
本
地
震
資
料

第
一
、
第
二
、
第
三
巻

上
古
よ
り
弘
化
四
年
（
西
暦
一
八
四
七
）
ま
で

震
災
予
防
評
議
員
会

今
村
明
恒
・
武
者
金
吉

日
本
地
震
史
料

嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
よ
り
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
ま
で

毎
日
新
聞
社

武
者
金
吉

次
に
明
治
以
後
今
日
に
至
る
期
間
の
も
の
は
多
少
災
害
を
伴
っ
た
も
の
の
み
を
記
し
た
。
そ
の
資
料
は
次
の
も
の
に
よ
る
。

本
邦
大
地
震
概
表

震
災
予
防
調
査
会
報
告
第
八
十
八
号
乙

大
森
房
吉

気
象
要
覧

中
央
気
象
台

地
震
月
報
（
西
暦
一
九
五
一
以
後
）

中
央
気
象
台

長
野
縣
地
震
記
録

長
野
測
候
所
原
簿

、

、

（

）

（

）

）

(

な
お
こ
の
期
間
の
も
の
は
震
災
予
防
調
査
会
報
告

地
震
研
究
所
彙
報

地
震

雑
誌

験
震
時
報

中
央
気
象
台

そ
の
他
種
々
の
本
に
記
さ
れ
て
い
る

こ
れ
ら
の
表
を
通
じ
て
浅
間
山
の
噴
火
に
伴
う
地
震
並
び
に
浅
間
山
の
火
山
地
震
と
見
ら
れ
る
も
の
は
省
略
し
た
。
浅
間
山
の
活
動
に
関
す
る
も
の
は
別
に
整

理
す
る
こ
と
が
そ
の
活
動
の
状
況
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
望
ま
し
い
。
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最
後
に
揚
げ
た
図
は
表
中
か
ら
多
少
で
も
災
害
を
伴
っ
た
地
震
を
取
り
出
し
て
震
央
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

印
は
只
一
つ
の
大
地
震
で
即
ち
善
光
寺
地
震

ƒ

で
あ
る
。
他
に
一
つ
天
平
宝
字
六
年
（
西
暦
七
六
二
）
に
大
地
震
が
あ
る
が
、
震
源
地
が
不
明
で
あ
り
か
つ
長
野
県
に
震
央
が
あ
っ
た
こ
と
さ
え
も
わ
か
ら
な

い
。
か
よ
う
に
震
源
地
の
不
明
の
も
の
は
全
部
地
図
へ
の
記
入
は
省
略
し
た
。
し
か
し
、
災
害
地
震
で
震
源
不
明
の
も
の
は
二
、
三
に
過
ぎ
な
い
。
次
に
◎
印

は
最
近
に
起
っ
た
地
震
に
例
を
と
れ
ば
昭
和
十
六
年
に
上
水
内
郡
の
長
沼
・
古
里
・
神
郷
・
若
槻
な
ど
の
諸
村
及
び
長
野
市
に
災
害
を
生
じ
、
死
者
五
名
、
全

潰
家
屋
七
十
七
戸
を
出
し
た
も
の
。
ま
た
昭
和
十
八
年
に
野
尻
湖
畔
か
ら
古
間
村
に
潰
家
三
十
四
戸
を
出
し
た
地
震
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
よ
り
大

き
い
の
も
小
さ
い
の
も
あ
る
が
、
と
も
か
く
全
潰
家
屋
を
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
震
源
地
の
明
ら
か
な
も
の
は
総
数
は
五
箇
所
で
あ
る
。
最
後
に
●

印
は
家
屋
の
半
潰
、
壁
に
割
目
、
塀
の
倒
潰
、
石
垣
の
崩
潰
等
の
小
被
害
が
あ
っ
た
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
但
し
諏
訪
湖
畔
の
埋
立
地
に
は
こ
れ
ら
の
如
き
小

地
震
で
も
倒
潰
家
屋
を
生
じ
る
が
、
か
よ
う
な
特
殊
の
地
盤
の
軟
弱
の
地
に
生
じ
て
少
数
の
倒
壊
家
屋
を
生
じ
た
地
震
は
●
印
の
部
類
と
し
た
。

、

。

、

さ
て

こ
の
図
か
ら
見
る
に
本
県
で
地
震
の
起
る
場
所
を
大
体
三
つ
の
地
域
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る

最
も
多
い
所
は
長
野
市
・
上
水
内
・
下
水
内
上
高
井

下
高
井
・
埴
科
及
び
更
級
の
諸
郡
の
信
濃
川
流
域
地
帯
で
あ
る
。
次
は
大
町
か
ら
木
崎
・
青
木
両
湖
を
連
ね
る
峡
谷
の
地
帯
で
あ
る
。
他
は
僅
か
に
天
竜
川
の

流
域
に
起
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
地
域
は
地
質
学
上
か
ら
み
れ
ば
全
部
第
四
紀
層
に
属
し
て
い
る
。

さ
て
、
地
震
は
現
在
ま
で
に
其
地
に
起
っ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
将
来
も
そ
の
地
に
起
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
断
言
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
只
中
々
起
り
に
く

い
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
現
在
ま
で
に
大
地
震
の
起
っ
た
場
所
に
は
将
来
も
同
様
な
大
地
震
が
起
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は

一
般
に
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
空
前
の
大
災
害
を
生
じ
た
大
正
の
関
東
大
地
震
（
西
暦
一
九
二
三
）
は
そ
の
昔
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇

三
）
に
同
じ
場
所
に
同
様
の
大
地
震
が
起
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
に
も
起
っ
て
お
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。
又
昭
和
の
東
南
海
及
び
南
海
道
大
地
震
（
西

、

）

（

、

）

、

（

）

暦
一
九
四
四

一
九
四
六

は
安
政
の
東
海
道
及
び
南
海
道
大
地
震

西
暦
一
八
五
四

一
八
五
四

の
再
来
で
あ
り

な
お
そ
の
前
宝
永
四
年

一
七
〇
七

に
も
同
じ
場
所
に
更
に
大
き
い
も
の
が
起
っ
て
い
る
。
昭
和
二
十
三
年
（
西
暦
一
九
四
八
）
の
福
井
地
震
は
前
記
の
東
南
海
及
び
南
海
道
大
地
震
の
二
、
三
年

後
に
起
っ
て
い
る
が
、
安
政
の
東
南
海
及
び
南
海
道
大
地
震
三
年
余
を
径
て
や
は
り
福
井
地
域
即
ち
越
前
平
野
に
同
程
度
の
地
震
が
起
っ
て
い
る
。
更
に
昭
和

十
四
年
（
一
九
三
九
）
に
秋
田
県
男
鹿
半
島
に
起
っ
た
災
害
地
震
は
文
化
七
年
（
西
暦
一
八
一
〇
）
に
同
地
に
起
っ
た
も
の
と
被
害
地
域
及
び
地
震
の
規
模
に

於
い
て
寸
分
違
わ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
善
光
寺
地
震
の
再
来
は
恐
ら
く
必
至
で
あ
ろ
う
。
然
し
記
録
上
に
同
程
度
の
地
震
が
起
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
み
れ
ば
再
来
ま

で
の
期
間
は
非
常
に
長
い
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
日
本
の
内
陸
に
起
っ
た
最
大
の
地
震
は
明
治
二
十
四
年
の
濃
尾
地
震
（
西
暦
一
八
九
一
）
で
あ
っ

た
。
天
正
十
三
年
（
西
暦
一
五
八
六
）
に
恐
ら
く
濃
尾
地
震
と
思
わ
れ
る
更
に
広
範
囲
の
地
震
が
あ
っ
た
。
そ
の
間
は
約
三
百
年
も
あ
る
。
ま
た
内
陸
の
大
地

震
と
し
て
明
治
二
十
九
年
（
西
暦
一
八
九
六
）
の
陸
羽
地
震
が
あ
る
。
こ
れ
は
秋
田
県
と
岩
手
県
の
南
部
の
県
境
附
近
に
起
っ
た
も
の
だ
が
昔
此
の
地
に
起
っ

た
記
録
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
内
陸
の
大
地
震
は
再
来
ま
で
期
間
が
非
常
に
長
い
よ
う
だ
。
但
し
昭
和
十
六
年
の
長
野
市
附
近
の
地
震
と
昭
和
十
八
年
の
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古
間
村
地
震
（
野
尻
湖
附
近
）
と
を
合
わ
せ
て
善
光
寺
地
震
の
小
規
模
の
も
の
の
再
現
と
み
て
み
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
又
大
正
七
年
（
西
暦
一
九

一
八
）
十
一
月
十
一
日
に
は
大
町
附
近
に
破
壊
地
震
が
二
回
起
っ
た
が
こ
の
二
回
の
災
害
範
囲
を
合
す
れ
ば
正
徳
四
年
（
西
暦
一
七
一
四
）
の
大
町
組
地
震
と

同
じ
で
あ
る
。
そ
の
期
間
は
約
二
百
年
で
あ
る
。
但
し
一
般
に
地
震
の
再
来
ま
で
の
期
間
は
周
期
と
い
う
に
は
余
り
に
も
不
規
則
で
全
く
予
測
出
来
な
い
も
の

ま
で
あ
る
。

次
に
本
県
に
人
に
感
じ
る
地
震
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
か
と
い
う
に
明
治
二
十
二
年
か
ら
昭
和
二
十
年
ま
で
の
五
十
七
年
間
に
千
二
百
五
十
七
回
起
っ
て
い
る
。

即
ち
一
年
間
平
均
約
二
十
二
回
の
割
に
起
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
発
生
し
た
地
域
は
図
に
示
し
た
災
害
地
震
の
起
っ
た
範
囲
と
一
致
す
る
。

表
の
明
治
よ
り
前
の
部
分
に
於
い
て
伊
那
や
柏
原
に
特
に
有
感
地
震
の
多
い
の
は
そ
の
地
に
当
時
地
震
を
日
誌
に
記
す
る
人
が
あ
っ
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
明

治
以
後
の
有
感
地
震
回
数
か
ら
み
れ
ば
昔
の
も
の
は
ほ
ん
の
一
部
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
但
し
災
害
地
震
は
公
私
の
多
く
の
人
の
記
録
に
残
さ

れ
る
か
ら
大
体
の
於
い
て
落
ち
は
な
い
。

読
者
は
最
後
に
善
光
寺
地
震
の
再
現
の
場
合
に
対
す
る
用
心
は
如
何
に
す
べ
き
か
と
問
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
不
幸
に
し
て
筆
者
は
之
に
対
す
る
策
を

知
ら
な
い
。
勿
論
現
在
の
と
こ
ろ
地
震
の
予
知
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
杞
憂
す
べ
き
で
は
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
内
陸
に
起
る
大
地
震
で
は
現
在
ま
で

の
記
録
で
は
そ
の
不
規
則
の
周
期
性
が
あ
る
に
し
て
も
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
長
い
も
の
で
あ
る
。
即
ち
容
易
に
起
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
善
光
寺
地
震
は

地
震
そ
れ
自
体
の
被
害
も
大
で
あ
っ
た
が
山
崩
に
よ
っ
て
犀
川
を
二
十
日
間
も
せ
き
と
め
こ
の
満
水
が
一
時
に
流
出
し
た
事
の
被
害
も
大
で
あ
っ
た
。
然
し
現

在
ま
で
は
こ
の
後
者
の
被
害
は
爆
破
作
業
に
よ
っ
て
小
被
害
に
食
い
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
こ
こ
に
一
つ
の
注
意
す
べ
き
こ
と
は
善
光
寺
地
震
で
は
山

崩
れ
が
数
万
箇
所
の
多
数
に
の
ぼ
り
か
つ
著
し
く
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
善
光
寺
地
震
の
際
崩
潰
し
た
崖
に
隣
接
す
る
如
何
に
も
崩
れ
易
く
思
わ

れ
る
場
所
な
ど
に
住
宅
を
造
る
こ
と
は
さ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
又
、
諏
訪
湖
畔
の
埋
立
地
で
は
関
東
地
震
や
東
海
道
地
震
の
如
き
遠
い
震
源
で
も
潰
家
を
出

し
て
お
る
か
ら
建
築
物
の
敷
地
の
選
定
に
は
注
意
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
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長
野
県
地
震
年
表
つ
づ
き
明
治
以
後

●
明
治
三
十
年

一

月

十
七

日
（
西
一
八
九
七
）

上
高
井
郡
地
震

上
高
井
郡
全
部
及
び
下
高
井
郡
と
水
内
郡
の
千
曲
川
沿
岸
に
わ
た
り
土
蔵
の
傾
斜
、
二
階
の
落
下
、

屋
根
の
破
壊
・
墜
落
、
石
垣
の
崩
潰
、
地
盤
の
亀
裂
、
泥
砂
の
噴
出
な
ど
が
あ
っ
た
。
又
余
震
が
多

か
っ
た
。

●
明
治
三
十
年

四

月

三
十

日
（
西
一
八
九
七
）

同
年
一
月
十
七
日
の
地
震
と
大
体
同
じ
程
度
の
災
害
を
生
じ
、
余
震
も
同
じ
よ
う
に
多
く
、
七
月
末

ま
で
に
百
十
回
ほ
ど
あ
っ
た
。

●
大
正

元

年

八

月

十
七

日
（
西
一
九
一
二
）

上
田
町
に
て
石
垣
崩
潰
、
道
路
に
小
亀
裂
等
あ
り
。

◎
大
正

七

年
十
一
月

十
一

日
（
西
一
九
一
八
）

大
町
地
震

午
前
二
時
五
十
分
と
午
後
四
時
三
分
と
に
激
し
い
地
震
が
あ
り
後
者
の
方
が
規
模
が
大
き
か
っ
た
。

災
害
は
大
町
・
常
盤
・
社
・
八
坂
及
び
美
麻
の
五
ヶ
町
村
に
限
ら
れ
、
住
家
の
全
潰
六
棟
、
非
住
家

及
び
土
蔵
の
全
潰
十
六
棟
を
生
じ
半
潰
、
破
損
等
は
数
千
棟
に
達
し
た
。
死
者
は
な
か
っ
た
。

◎
大
正

八

年

三

月
二
十
九
日
（
西
一
九
一
九
）

下
高
井
郡
野
沢
温
泉
地
方
に
強
震
あ
り
。
石
垣
の
崩
潰
、
天
井
の
墜
落
等
の
小
被
害
が
あ
り
、
ま
た

温
泉
湧
出
口
の
閉
止
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。

◎
昭
和
十
六
年

七

月

十
五

日
（
西
一
九
四
一
）

長
野
地
震

上
水
内
郡
・
長
沼
村
・
古
里
村
・
神
郷
村
・
若
槻
村
な
ど
の
地
域
に
被
害
が
多
く
、
ま
た
長
野
市
内

に
も
多
少
の
被
害
を
生
じ
た
。
災
害
地
を
通
じ
て
死
者
五
、
負
傷
者
三
、
家
屋
の
倒
潰
七
十
七
棟
、

半
潰
二
百
三
十
七
棟
を
生
じ
た
。

◎
昭
和
十
八
年

十

月

十
三

日
（
西
一
九
四
三
）

長
野
県
古
間
村
地
震

震
源
は
野
尻
湖
の
南
方
の
古
間
村
の
針
の
木
附
近
で
針
の
木
部
落
の
被
害
が
最
も
著
し
く
、
災
害
は

古
間
村
柏
原
村
及
び
野
尻
湖
畔
な
ど
に
生
じ
た
。
死
者
一
、
負
傷
者
一
四
、
倒
潰
三
十
四
棟
半
潰
百

十
六
棟
を
生
じ
た
。
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